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の
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定
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ぐ
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市
整
備
局
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建
築
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所
開
発
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指
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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
四
十
九
号

令
和
三
年
一
月
八
日
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

七
号
）
第
百
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
専
決
処
分
し
た
令
和

二
年
度
東
京
都
一
般
会
計
補
正
予
算
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
二
百
五
十
号

令
和
三
年
二
月
五
日
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

七
号
）
第
百
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
専
決
処
分
し
た
令
和

二
年
度
東
京
都
一
般
会
計
補
正
予
算
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
二
百
五
十
一
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
八
条

第
五
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
公
開
に
よ
る
意
見
の
聴
取

（
以
下
「
公
聴
会
」
と
い
う
。
）
を
行
い
ま
す
。

な
お
、
公
聴
会
で
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
公
聴
会

の
期
日
の
三
日
前
ま
で
に
、
知
事
に
対
し
、
意
見
の
要
旨
並
び
に
住

所
、
氏
名
及
び
当
該
公
聴
会
の
事
由
と
な
る
処
分
に
つ
い
て
の
利
害

関
係
を
記
し
た
書
面
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
三
年
三
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

公
聴
会
を
行
う
日
時

令
和
三
年
三
月
十
八
日
（
木
曜
日
）
午

後
二
時
か
ら

二

公
聴
会
を
行
う
場
所

東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十
階
二
〇
四
会

議
室

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

三

書
面
の
提
出
先

東
京
都
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
調

整
課
審
査
担
当
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁

舎
三
階
）

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話
〇
三
（
五
三
八
八
）
三
三
三
四

四

公
聴
会
を
行
う
理
由

次
の
建
築
許
可
を
す
る
た
め

建
築
主
住

所
氏
名

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
四
番
一
号

住
友
不
動
産
株
式
会
社

建
築
敷
地

足
立
区
千
住
橋
戸
町
一
番
五
ほ
か

地
域
地
区

等

第
一
種
住
居
地
域
、
防
火
地
域
及
び
千
住
大
橋
駅

周
辺
地
区
地
区
計
画

申

請

の

概

要

工
事
種
別

及
び
用
途

新
築

共
同
住
宅
、
保
育
所
及
び
自
動
車
車
庫
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敷
地
面
積

約
八
、
九
〇
一
平
方
メ
ー
ト
ル

建
築
面
積

約
二
、
六
〇
六
平
方
メ
ー
ト
ル

延
べ
面
積

約
五
一
、
九
九
八
平
方
メ
ー
ト
ル

構
造
及
び

階
数

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

地
上
四
十
二
階

高
さ

一
四
六
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
か

適
用
条
文

建
築
基
準
法
第
四
十
八
条
第
五
項
た
だ
し
書

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
五
十
二
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第

六
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
七

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

被
処
分
者

㈠

商
号

株
式
会
社
Ｓ
＆
Ｂ
エ
ス
テ
ー
ト

㈡

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

森
下

康
基

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

台
東
区
東
上
野
三
丁
目
二
十
一
番
地
七
号

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑶
第
九
〇
一
六
四
号

㈤

免
許
年
月
日

平
成
三
十
一
年
二
月
十
三
日

二

処
分
年
月
日

令
和
三
年
三
月
二
日

三

処
分
内
容

業
務
の
全
部
の
停
止
十
五
日
間
（
令
和
三
年
三
月

十
七
日
か
ら
同
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
）

四

適
用
条
項

宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
五
条
第
二
項
第
四
号

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
五
十
三
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
板
橋
区
舟
渡
四

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

六
価
ク
ロ
ム
化
合

物
並
び
に
ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
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◉
東
京
都
告
示
第
二
百
五
十
四
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
九
年
東
京
都
告
示
第
八
百
六
十

九
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
北
区
田
端
新
町
一

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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◉
東
京
都
告
示
第
二
百
五
十
五
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十

八
条
の
七
に
規
定
す
る
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
の
変
更
認
定
を
し
た
の
で
、

法
第
十
八
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
の
五
第

二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
変
更
認
定
を
受
け
た
鳥
獣
捕
獲
等
事

業
者
（
以
下
「
変
更
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
つ

い
て
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

変
更
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
名
称

株
式
会
社
ハ
ウ
ン
ド

二

変
更
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
住
所

青
梅
市
河
辺
町
三
丁
目
千
五
十
二
番
地

三

変
更
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

河
邊

博
信

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
五
十
六
号

漁
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第

九
十
五
号
）
附
則
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る

も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
海
洋
生
物
資

源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
七
十
七

号
）
第
四
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都
の
海
洋
生
物
資
源

の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計
画
（
令
和
二
年
一
月
二
十
三
日
東
京

都
告
示
第
七
十
号
）
一
㈩
の
別
に
定
め
る
「
く
ろ
ま
ぐ
ろ
」
の
一
部

を
令
和
三
年
二
月
十
九
日
付
け
で
次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
、
同

条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
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る
。

令
和
三
年
三
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
２
の
表
中
「２

６
．
５
ト
ン

」
を
「３

６
．
８
ト
ン

」
に
改
め
、

第
３
中

「１
４
．
１
ト
ン

２
５
．
４
ト
ン

」
を

「１
４
．
１
ト
ン

３
５
．
７
ト
ン

」
に
、

「１
４
．
１
ト
ン

」
を

６
．
１
ト
ン

１
．
０
ト
ン

２
５
．
４
ト
ン

３
．
５
ト
ン

３
．
５
ト
ン

「１
４
．
１
ト
ン

」
に
改
め
る
。

６
．
１
ト
ン

１
．
０
ト
ン

３
５
．
７
ト
ン

３
．
５
ト
ン

３
．
５
ト
ン

公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
三
年
三
月
十
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

日
野
市
大
字
日
野
二
千
九
百
七
十

二
番
一
及
び
二
千
九
百
八
十
番
一

か
ら
同
番
五
ま
で

日
野
市
大
字
日
野
二
千
九
百
八

十
番
地

古
橋
あ
つ
子

日
野
市
大
字
川
辺
堀
之
内
二
百
二

十
二
番
十
五
、
三
百
十
六
番
一
、

同
番
一
地
先
、
同
番
二
並
び
に
三

百
二
十
九
番
三
及
び
同
番
六
の
各

一
部

八
王
子
市
元
本
郷
町
三
丁
目
十

五
番
八
号

株
式
会
社
プ
ラ
イ
ム
ホ
ー
ム

代
表
取
締
役

小
俣

茂

東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
指
定
に
つ
い
て

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
十
六
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
を

次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
三
年
三
月
十
日

東
京
都
水
道
局
長

浜

佳
葉
子

指
定
番
号

商
号

代
表
者

住

所

指
定
年

月
日

一
〇
一
九

四

株
式
会
社

エ
ム
設

水
島

伸
治

神
奈
川
県
茅

ケ
崎
市
小
和

田
三
丁
目
十

五
番
六
十
四

号

令
和
三
年

二
月
二
十

六
日

一
〇
一
九

五

株
式
会
社

Ｊ
Ｏ
Ｙ

ｃ
ｒ
ａ
ｆ

ｔ

須
佐

純
平

千
葉
県
船
橋

市
海
神
町
三

丁
目
二
百
十

六
番
地
二
ト

ピ
ア
リ
ー
Ｔ

Ｙ
Ｋ
一
〇
一

号

同
日

一
〇
一
九

Ｙ
Ｍ
エ
ン

植
崎

雅
子

板
橋
区
氷
川

同
日

六

ジ
ニ
ア
リ

ン
グ
株
式

会
社

町
四
十
三
番

五
号

一
〇
一
九

七

株
式
会
社

水
木
設
備

瀧
澤

清

羽
村
市
神
明

台
一
丁
目
七

番
地
十
三

同
日

一
〇
一
九

八

合
同
会
社

積
咲

石
津

浩

埼
玉
県
川
口

市
中
青
木
二

丁
目
十
九
番

十
八－

七
〇

二
号

同
日

一
〇
一
九

九

株
式
会
社

ｂ－

ｎ
ｅ

ｏ

副
島

公
祐

世
田
谷
区
粕

谷
一
丁
目
十

六
番
二
十
号

同
日

一
〇
二
〇

〇

合
同
会
社

一

田
中

康
代

練
馬
区
大
泉

町
五
丁
目
二

十
二
番
二
号

Ｆ
Ｌ
Ａ
Ｔ
Ｋ

二－

二
〇
四

同
日

一
〇
二
〇

一

飯
倉
設
備

飯
倉

将
吾

江
戸
川
区
北

小
岩
五
丁
目

十
七
番
十
一

号

同
日

一
〇
二
〇

二

松
戸
ビ
ル

ワ
ー
ク
ス

井
川

一
成

千
葉
県
松
戸

市
二
十
世
紀

が
丘
戸
山
町

六
番
地
ク
イ

ー
ン
ズ
ヒ
ル

Ｂ－

一
〇
二

号

同
日

一
〇
二
〇

三

株
式
会
社

冨
士
水
研

テ
ク
ノ

浅
野

英
介

杉
並
区
本
天

沼
一
丁
目
二

十
二
番
十
五

号
パ
ー
ム
ヒ

ル
ズ
二
〇
五

同
日

一
〇
二
〇

四

ト
キ
ワ
設

備

坂
倉

武

町
田
市
常
盤

町
二
千
九
百

同
日
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八
十
二
番
地

九

一
〇
二
〇

五

株
式
会
社

三
輝

小
池

崇
文

埼
玉
県
川
口

市
大
字
道
合

百
三
十
六
番

地

同
日

一
〇
二
〇

六

光
栄
設
備

工
業
所

船
内

邦
夫

世
田
谷
区
北

沢
五
丁
目
二

十
四
番
十
五

号

同
日

一
〇
二
〇

七

株
式
会
社

新
栄

晴
山

浩
幸

練
馬
区
高
野

台
四
丁
目
十

一
番
十
八
号

同
日

一
〇
二
〇

八

株
式
会
社

翔
美

寺
本

ル
ミ

中
野
区
白
鷺

二
丁
目
二
十

九
番
二
十
六

号

同
日

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


